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巻頭言                      

池田教会のはじまり 
 

デニス神父 
 

 1953年に５人の御受難会の神父さんが日本に来たとき、小教区の仕事は考えていなかっ

たのです。しかし、1953年にニオ神父様がアメリカで西管区の管区長になりました。まも

なく神父様は日本を訪問されました。そのときにいた５人の神父様は雲雀丘に住んでいま

した。ニオ神父様が来ているあいだに、田口司教様が訪ねてきました。そして豊中と宝塚

の間に小教区をつくるようにと、田口司教様が御受難会に頼みました。ニオ神父様は黙っ

ていました。帰るときに車のなかで田口司教様はマテオ神父様に、「あの人（つまりニオ

神父様）はなにを考えているのか、さっぱりわかりません」と言いました。しかし、結局

小教区をつくることが決まりました。最初の主任司祭はカール神父様と決まりました。 
 

 まず土地を探す必要がありました。ふたつの土地を見つけました。ひとつは川西市にあ

る現在の「みつなかホール」の近く、もうひとつが池田の今の土地でした。最後は池田に

決めました。そのときに建っていた家を司祭館とチャペルに改装したのです。間にあわせ

の、やっつけ工事だったのです。改造した家にあった前の台所は、昔の田舎の台所と変わ

りなくて、天井のうえには窓がひとつだけ、甕(かめ)と井戸が台所の中にありましたよ！ 
 

 聖堂に使うために、ふたつの畳部屋をひとつにしました。障子、ふすま、床の間を壊し

てつくったのです。便所は聖堂の香部屋になりました。新しくできた便所についていえ

ば、まだ汲み取り式でした。ごミサのあいだに、ひどい臭いがしたことが一回だけだけ

ど、ありました。日曜日、わたしがごミサに参加している最中に汲み取りに来たのです。

ひどかったですよ。信者さんたちが座るためにベンチをつくったのはよかったのですが、

ベンチと机は、けっきょく祈りの本と聖歌集をおくために使われたのです。 
 

 畳の部屋のとなりに、もうひとつ勉強するための部屋をつくりました。畳部屋のあいだ

にあった扉をあけると、部屋がひとつになって、もっと多くの人たちがごミサにあずかる

ことができました。しかし、安普請でした。雨もりがよくあった。壁と天井はふつうのベ

ニヤ板。この部屋の特徴は、冬のあいだマキ・ストーブがあったことです。青年たちはよ

くそのまわりに座って仲良く喋っていました。 
 

 最初のごミサは1955年７月17日でした。信者は20人。1955年12月15日、「キリストの御

受難教会」という名で祝別式がありました。1966年１月23日にできあがった聖堂を建てる

まで、畳部屋のチャペルをつかっていたのです。そのあと畳の部屋は集まり、土曜学校の

お泊まり会などにつかっていました。小学生が20人以上寝ている様子は、とても美しい姿

でした！ しかし、それは別の話です・・・・またいつか、お泊まり会の歴史についても書

きたいと思います。きょうはこれでおしまいにしましょう。 

      典礼委員会から 
 

◎ 今年の復活祭は４月20日です。 
 

◎ ３月５日は、灰の水曜日です。ミサと灰の式は19:30からです。 

   昨年の枝は、３月２日(日)までに回収ケースに入れてください。 
 

◎ 十字架の道行は、３月７日から４月18日まで、毎週金曜日の10:00と19:30に 

   行われます。なお、４月18日は聖金曜日のため10:00のみです。 
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３月のガラスケースの言葉 
 

      あなたがたのことを思うたびに 

    わたしは神に感謝し、祈っています 

            フィリピ人への手紙  １：３～４ 
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研修委員会(日曜学校担当) からのお知らせ 

高山右近 列福祈願ミサ に行ってきました！ 
 

     日時  2014年２月２日(日) 14:00～15:30 

     場所  大阪カテドラル聖マリア大聖堂 

     司式 池長潤大司教 

     主催 カトリック大阪大司教区 
 

  池田教会からは、中１生 と中３生が侍者をしてくれました。 
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宝塚黙想の家から 黙想会のお知らせ 
 

私たち、キリスト者に与えられている宝は、神のみことばである聖書です。 

黙想の家では、毎月みことばを深く味わう集いを行っています。 

宝は大事にしたいですね。 

■ 日帰り黙想会 

   ３月20日(木) 10：00～15：30         指導：山内十束神父  費用：3,300円 

   ３月21日(金) 10：00～15：30         指導：山内十束神父  費用：3,300円 

■ 四旬節黙想会  

   ３月29日(土) 17:00～30日(日) 15:30  指導：山内十束神父   費用：8,800円 
 

※ 申し込みは、黙想の家まで  TEL．0797-84-3111                                                             

編集後記 
 

もうすぐ３月です。まだまだ寒いです。でも最近は自転車を

乗ることが多くなりました。足腰も弱ってきたので電動アシ

スト自転車です。昔のアシスト自転車と比べて最近の自転車

は本当に楽ちんです。ペダルに足を乗せてるだけで前に進ん

でる気がします。バッテリーの容量も大きいので一回充電す

ると４０キロは走行可能です。ただ健康にいいかと聞かれる

と微妙です。全く力を入れなくても前に進むので運動にはな

りません。そろそろ運動しないとね…。 

みなさま、最近運動してますか？           (dinomischus) 

財務委員会より 
 

★１月支払い分光熱費    電気代：172,165円  ガス代：19,973円 
 

今月から、これまでの総額でのグラフを個別のグラフにしてみました。 

電気代は５月以降前年度とほぼ同じ形で、全体に上がっています。これは５月以降電気代

の値上げがあったからです。電気代については、家庭用とは異なる料金体系になっていま

す。エアコンを全面的に省エネタイプに取り換えたにもかかわらず、あまり効果がでてい

ないのはその辺りにも関係がありそうです。 

ガス代については、グラフでは少しわかりにくいですが、増減のグラフを見て頂くと、節

約効果をしめす、ニコニコマークが多くなっていることから考えて、よい傾向にあるかと

思います。 

水道代は２か月ごとの支払いですので、今後は２か月に１回の掲載にいたします。またこ

の一年、推移を見守っていきたいと思いますので、一層のご協力をお願いいたします。 

月ごとのガス代
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